
アスベスト対策を求める意見書 

 

アスベスト（石綿）製品を過去に製造していた企業の従業員や家族、工場周辺の

住民が、アスベストによると思われる中皮腫（胸膜や腹膜を覆う薄い中皮にできる

がんの一種）や肺がんで死亡した事例が相次いで報告されている。特に、株式会社

「クボタ」の旧神崎工場（兵庫県尼崎市）では、従業員のみならず家族及び周辺住

民にも中皮腫による死亡者が出ているとの報告がある。 

アスベスト被害に対する国民の不安は非常に高まっており、正確な情報を求める

声が強くなっている。また、アスベストが原因とされる健康被害を受けながら労災

補償されていない労働者や、さらには家族・周辺住民の被害者からも救済を求める

声が相次いでいる。 

こうした事態を受け、政府は先般「アスベスト問題に関する関係省庁会議」を設

置し、実態把握、相談窓口の設置等の取り組みを進めている。 

よって、本市議会は、政府に対し、国民の安全を確保し、被害者の救済を進める

ための包括的な取り組みを求め、下記の項目を早急に実施するよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 「アスベスト問題に関する関係省庁会議」を格上げして、総理大臣を本部長と

するアスベスト対策本部を設置し、政府を挙げてアスベスト対策を推進するこ

と。 

２ 教育施設を初めとする公共建築物、民間建築物のアスベスト利用状況の徹底し

た調査を行い、利用者に対して適切な情報開示、暴露防止のための対策を進める

とともに解体作業に際して、その情報が適切に利用できるよう体制整備を進める

こと。 

３ 過去から現在に至るアスベスト取り扱い事業所において、取り扱い作業に従事

した者のアスベストによる健康被害の可能性などについて情報提供を行うよう事

業者へ徹底すること。 

４ 産業保健推進センター、保健所や労災病院等で健康被害に対して相談できる窓

口を整備するとともに、ベメトレキセド（アリムタ）の早期承認など診断治療体

制の整備、より鋭敏かつ効果的な診断法や治療法の開発のための研究を進めるこ

と。またそのための中皮腫登録制度を創設すること。 

５ アスベスト取り扱い事業所の過去・現在の労働者及びその家族の健康診断を進

めるよう事業者に対して徹底するとともに、暴露が想定される周辺住民等の健康

診断に対応できるよう地方自治体の健診事業等のあり方を適切に見直すこと。 

 



６ アスベストによると想定される肺がん・中皮腫はその潜伏期間が極めて長期で

あることを踏まえ、現行の制度下で救済の対象とならない事例の労災認定のあり

方について検討を行うとともに、現行制度では救済されない人たちの救済を図る

ことを主眼にした新法を早期に制定すること。 

 

上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成17年９月29日 

 

三鷹市議会議長 金 井 富 雄 

 


